
事業年度

又は連結

事業年度

法 人 名①
旧定率法又は定率法による減価償却資産

の償却額の計算に関する明細書　　　　

別
表 
十 
六

(二)

法  0301－1602

資

産

区

分

取
得
価
額

償

却

額

計

算

の

基

礎

と

な

る

額

当

期

分

の

普

通

償

却

限

度

額

等

当
期
分
の
償
却
限
度
額

差

引

償

却

超

過

額

特

別

償
却

不
足

額

平

成
19
年
３
月
31
日

以

前

取

得

分

平

成

19

年

４

月

１

日

以

後

取

得

分

特
別
償
却
又

は
割
増
償
却

に
よ
る
特
別

償
却
限
度
額

当
期
損
金

認

容

額

翌
期
へ
の
繰

越
額
の
内
訳

種 類

構 造

細 目

取 得 年 月 日

事業の用に供した年月

耐 用 年 数

取得価額又は製作価額

圧 縮 記 帳 に よ る
積 立 金 計 上 額
差 引 取 得 価 額

(7) - ( 8 )
償 却 額 計 算 の 対 象 と な る
期 末 現 在 の 帳 簿 記 載 金 額

期末現在の積立金の額

積 立 金 の 期 中 取 崩 額

差 引 帳 簿 記 載 金 額
(10)－(11)－(12)

損金に計上した当期償却額

前期から繰り越した償却超過額

合 計
(13)+(14)+(15)

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

償却額計算の基礎となる金額
(16)-(17)

差引取得価額  ×  5  %
( 9 ) x 5

100

(16)＞(19)

の場合

(16)≦(19)

の場合

(26)＜(28)

の場合

旧定率法の償却率

算 出 償 却 額
( 1 8 )×(20)

増 加 償 却 額
(2 1 )×割増率

計
((21)+(22))又は((18)-(19))

算 出 償 却 額
((19)-１円)× 60

定 率 法 の 償 却 率

調 整 前 償 却 額
(18)×(25)

保 証 率

償 却 保 証 額
(9)×(27)

改定取得価額

改 定 償 却 率

改 定 償 却 額
(29)×(30)

増 加 償 却 額
((26)又は(31))×割増率

計
((26)又は(31))+(32)

当期分の普通償却限度額等
(23)、(24)又は(33)

租税特別措置法
適 用 条 項

特別償却限度額

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

合 計
(34)+(36)+(37)

当 期 償 却 額

償 却 不 足 額
(38)-(39)

償 却 超 過 額
(39)-(38)

前 期 か ら の 繰 越 額

償却不足によるもの

積 立 金 取 崩 し
に よ る も の

差引合計翌期への繰越額
( 4 1 ) + ( 4 2 ) - ( 4 3 ) - ( 4 4 )

翌期に繰り越すべき特別償却不足額
(((40)-(43))と((36)+(37))のうち少ない金額)

当期において切り捨てる特別償却
不足額又は合併等特別償却不足額

差 引 翌 期 へ の 繰 越 額
(46)-(47)

当 期 分 不 足 額

適格組織再編成により引き継ぐべき
合 併 等 特 別 償 却 不 足 額
(((40)-(43))と(36)のうち少ない金額)

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

年 年 年 年 年
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。
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平成27・ 4・ 1

平成28・ 3・31
ピーシーエー商事株式会社

平
二
十 
七
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
分

1/412

平  ・  ・  平  ・  ・  

建 物 附 属 設 備

冷房･暖房･通風･ﾎﾞｲﾗｰ

冷暖房設備(冷凍機出
力22kW以下)

平成 6・ 8・31

平成 6・ 8

13

100,079,558

100,079,558

1

1

1,000,796

1,000,797

1,000,797

5,003,977

1,000,796

1,000,796
        条        項

1,000,796

1,000,796

建 物 附 属 設 備

電気設備(照明設備含)

その他のもの

平成 6・ 8・31

平成 6・ 8

15

55,614,287

20,000,000

35,614,287

13,223,630

16,000,000

2,188,526

2,368,558

1,780,714

1,780,714

1,780,714

356,142

356,142
        条        項

356,142

2,188,526

1,832,384

2,368,558

4,200,942

建 物 附 属 設 備

冷房･暖房･通風･ﾎﾞｲﾗｰ

冷暖房設備(冷凍機出
力22kW以下)

平成15・ 3・ 5

平成15・ 3

13

65,750,200

65,750,200

5,462,742

5,462,742

1,056,043

6,518,785

6,518,785

3,287,510

0.162

1,056,043

(21)+(22)
1,056,043

1,056,043
        条        項

1,056,043

1,056,043

次 葉 計

352,316,827

100,000,000

252,316,827

116,830,746

80,500,000

36,330,746

24,019,135

13,443,500

73,793,381

73,793,381

1,540,365

259,559

259,559

205,152

12,321,890

7,522,839

340,985

170,491

12,355,989

12,820,700
        条        項

12,820,700

24,019,135

11,198,435

13,443,500

24,641,935

合 計

573,760,872

120,000,000

453,760,872

135,517,119

96,500,000

41,793,489

28,264,500

15,812,058

83,093,677

83,093,677

11,612,566

1,315,602

1,315,602

1,562,090

12,321,890

7,522,839

340,985

170,491

12,355,989

15,233,681
        条        項

15,233,681

28,264,500

13,030,819

15,812,058

28,842,877



事業年度

又は連結

事業年度

法 人 名①
旧定率法又は定率法による減価償却資産

の償却額の計算に関する明細書　　　　

別
表 
十 
六

(二)

法  0301－1602

資

産

区

分

取
得
価
額

償

却

額

計

算

の

基

礎

と

な

る

額

当

期

分

の

普

通

償

却

限

度

額

等

当
期
分
の
償
却
限
度
額

差

引

償

却

超

過

額

特

別

償
却

不
足

額

平

成
19
年
３
月
31
日

以

前

取

得

分

平

成

19

年

４

月

１

日

以

後

取

得

分

特
別
償
却
又

は
割
増
償
却

に
よ
る
特
別

償
却
限
度
額

当
期
損
金

認

容

額

翌
期
へ
の
繰

越
額
の
内
訳

種 類

構 造

細 目

取 得 年 月 日

事業の用に供した年月

耐 用 年 数

取得価額又は製作価額

圧 縮 記 帳 に よ る
積 立 金 計 上 額
差 引 取 得 価 額

(7) - ( 8 )
償 却 額 計 算 の 対 象 と な る
期 末 現 在 の 帳 簿 記 載 金 額

期末現在の積立金の額

積 立 金 の 期 中 取 崩 額

差 引 帳 簿 記 載 金 額
(10)－(11)－(12)

損金に計上した当期償却額

前期から繰り越した償却超過額

合 計
(13)+(14)+(15)

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

償却額計算の基礎となる金額
(16)-(17)

差引取得価額  ×  5  %
( 9 ) x 5

100

(16)＞(19)

の場合

(16)≦(19)

の場合

(26)＜(28)

の場合

旧定率法の償却率

算 出 償 却 額
( 1 8 )×(20)

増 加 償 却 額
(2 1 )×割増率

計
((21)+(22))又は((18)-(19))

算 出 償 却 額
((19)-１円)× 60

定 率 法 の 償 却 率

調 整 前 償 却 額
(18)×(25)

保 証 率

償 却 保 証 額
(9)×(27)

改定取得価額

改 定 償 却 率

改 定 償 却 額
(29)×(30)

増 加 償 却 額
((26)又は(31))×割増率

計
((26)又は(31))+(32)

当期分の普通償却限度額等
(23)、(24)又は(33)

租税特別措置法
適 用 条 項

特別償却限度額

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

合 計
(34)+(36)+(37)

当 期 償 却 額

償 却 不 足 額
(38)-(39)

償 却 超 過 額
(39)-(38)

前 期 か ら の 繰 越 額

償却不足によるもの

積 立 金 取 崩 し
に よ る も の

差引合計翌期への繰越額
( 4 1 ) + ( 4 2 ) - ( 4 3 ) - ( 4 4 )

翌期に繰り越すべき特別償却不足額
(((40)-(43))と((36)+(37))のうち少ない金額)

当期において切り捨てる特別償却
不足額又は合併等特別償却不足額

差 引 翌 期 へ の 繰 越 額
(46)-(47)

当 期 分 不 足 額

適格組織再編成により引き継ぐべき
合 併 等 特 別 償 却 不 足 額
(((40)-(43))と(36)のうち少ない金額)
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平成27・ 4・ 1

平成28・ 3・31
ピーシーエー商事株式会社

平
二
十 
七
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
分

次
葉

2/412

平  ・  ・  平  ・  ・  

建 物 附 属 設 備

可動間仕切り

簡易なもの

平成18・ 9・30

平成18・ 9

5

365,000

365,000

7,303

7,303

3,649

10,952

10,952

18,250

3,649

3,649
        条        項

3,649

3,649

建 物 附 属 設 備

冷房･暖房･通風･ﾎﾞｲﾗｰ

冷暖房設備(冷凍機出
力22kW以下)

平成20・ 5・20

平成20・ 5

13

54,778,810

54,778,810

10,148,911

10,148,911

2,411,622

12,560,533

12,560,533

0.192

2,411,622

0.03633

1,990,114

2,411,622

2,411,622
        条        項

2,411,622

2,411,622

建 物 附 属 設 備

電気設備(照明設備含)

その他のもの

平成20・12・ 1

平成20・12

15

264,410,000

100,000,000

164,410,000

104,191,281

80,500,000

23,691,281

20,888,287

13,443,500

58,023,068

58,023,068

0.167

9,689,852

0.03217

5,289,069

9,689,852

9,689,852
        条        項

9,689,852

20,888,287

11,198,435

13,443,500

24,641,935

車両及び運搬具

前掲のもの以外のもの

自動車(二輪、三輪自
動車を除く)

平成18・ 8・20

平成18・ 8

6

4,850,000

4,850,000

194,001

194,001

48,499

242,500

242,500

242,500

48,499

48,499
        条        項

48,499

48,499

器 具 及 び 備 品

1 家具、電気機器等

事務机、事務いす及び
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

平成15・ 7・30

平成15・ 7

8

9,540,000

9,540,000

286,202

286,202

95,399

381,601

381,601

477,000

95,399

95,399
        条        項

95,399

95,399



事業年度

又は連結

事業年度

法 人 名①
旧定率法又は定率法による減価償却資産

の償却額の計算に関する明細書　　　　

別
表 
十 
六

(二)

法  0301－1602

資

産

区

分

取
得
価
額

償

却

額

計

算

の

基

礎

と

な

る

額

当

期

分

の

普

通

償

却

限

度

額

等

当
期
分
の
償
却
限
度
額

差

引

償

却

超

過

額

特

別

償
却

不
足

額

平

成
19
年
３
月
31
日

以

前

取

得

分

平

成

19

年

４

月

１

日

以

後

取

得

分

特
別
償
却
又

は
割
増
償
却

に
よ
る
特
別

償
却
限
度
額

当
期
損
金

認

容

額

翌
期
へ
の
繰

越
額
の
内
訳

種 類

構 造

細 目

取 得 年 月 日

事業の用に供した年月

耐 用 年 数

取得価額又は製作価額

圧 縮 記 帳 に よ る
積 立 金 計 上 額
差 引 取 得 価 額

(7) - ( 8 )
償 却 額 計 算 の 対 象 と な る
期 末 現 在 の 帳 簿 記 載 金 額

期末現在の積立金の額

積 立 金 の 期 中 取 崩 額

差 引 帳 簿 記 載 金 額
(10)－(11)－(12)

損金に計上した当期償却額

前期から繰り越した償却超過額

合 計
(13)+(14)+(15)

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

償却額計算の基礎となる金額
(16)-(17)

差引取得価額  ×  5  %
( 9 ) x 5

100

(16)＞(19)

の場合

(16)≦(19)

の場合

(26)＜(28)

の場合

旧定率法の償却率

算 出 償 却 額
( 1 8 )×(20)

増 加 償 却 額
(2 1 )×割増率

計
((21)+(22))又は((18)-(19))

算 出 償 却 額
((19)-１円)× 60

定 率 法 の 償 却 率

調 整 前 償 却 額
(18)×(25)

保 証 率

償 却 保 証 額
(9)×(27)

改定取得価額

改 定 償 却 率

改 定 償 却 額
(29)×(30)

増 加 償 却 額
((26)又は(31))×割増率

計
((26)又は(31))+(32)

当期分の普通償却限度額等
(23)、(24)又は(33)

租税特別措置法
適 用 条 項

特別償却限度額

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

合 計
(34)+(36)+(37)

当 期 償 却 額

償 却 不 足 額
(38)-(39)

償 却 超 過 額
(39)-(38)

前 期 か ら の 繰 越 額

償却不足によるもの

積 立 金 取 崩 し
に よ る も の

差引合計翌期への繰越額
( 4 1 ) + ( 4 2 ) - ( 4 3 ) - ( 4 4 )

翌期に繰り越すべき特別償却不足額
(((40)-(43))と((36)+(37))のうち少ない金額)

当期において切り捨てる特別償却
不足額又は合併等特別償却不足額

差 引 翌 期 へ の 繰 越 額
(46)-(47)

当 期 分 不 足 額

適格組織再編成により引き継ぐべき
合 併 等 特 別 償 却 不 足 額
(((40)-(43))と(36)のうち少ない金額)

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

年 年 年 年 年

外 外 外 外 外円 円 円 円 円

外△ 外△ 外△ 外△ 外△

外 外 外 外 外

円 円 円 円 円

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
外 外 外 外 外円 円 円 円 円

外 外 外 外 外

御 注 意

１

こ

の

表 

に

は
、

減

価

償

却

資

産

の

耐

用

年

数
、

種

類

等

及

び

償

却

方

法

の

異

な

る

ご

と

に

ま

と

め

て

別

行

に

し

て
、

そ

の

合

計

額

を

記

載

で

き

ま

す

が
、

(1)

平

成

19

年

４

月

１

日

以

後

に

取

得

を

さ

れ

た

資

産

で

定

率

法

の

適

用

を

受

け

る

も

の
、

(2)

当

期

の

中

途

で

事

業

の

用

に

供

し

た

資

産

又

は

資

本

的

支

出
、

(3)

租

税

特

別

措

置

法

又

は

震

災

特

例

法

に

よ

る

特

別

償

却

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

資

産

に

つ

い

て

は
、

他

の

資

産

と

区

別

し

て

別

行

に

し

て
、

記

載

し

て

く

だ

さ

い
。

な

お
、

(1)

及

び

(2)

の

資

産

(3)

の

資

産

に

該

当

す

る

も

の

を

除

き

ま

す
。

の

38

欄

の

金

額

に

つ

い

て

は
、

耐

用

年

数
、

種

類

等

及

び

償

却

方

法

を

同

じ

く

す

る

他

の

資

産

の

金

額

と

通

算

し

て

40

欄

及

び

41

欄

の

金

額

を

記

載

で

き

ま

す
。

２

租

税

特

別

措

置

法

又

は

震

災

特

例

法

に

よ

る

特

別

償

却

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は
、

特

別

償

却

限

度

額

の

計

算

に

関

す

る

付

表 

を

添

付

し

て

く

だ

さ

い
。

平成27・ 4・ 1

平成28・ 3・31
ピーシーエー商事株式会社

平
二
十 
七
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
分

次
葉

3/412

平  ・  ・  平  ・  ・  

器 具 及 び 備 品

1 家具、電気機器等

事務机、事務いす及び
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

平成15・11・ 2

平成15・11

15

8,741,000

8,741,000

1,308,947

1,308,947

216,632

1,525,579

1,525,579

437,050

0.142

216,632

(21)+(22)
216,632

216,632
        条        項

216,632

216,632

器 具 及 び 備 品

1 家具、電気機器等

陳列だな及び陳列ケー
ス

平成24・ 6・ 1

平成24・ 6

6

785,000

785,000

168,301

168,301

84,024

252,325

252,325

0.333

84,024

0.09911

77,801

84,024

84,024
        条        項

84,024

84,024

機 械 及 び 装 置

369

前掲機械･装置･区分以
外

平成15・12・ 1

平成15・12

17

568,572

568,572

106,705

106,705

15,522

122,227

122,227

28,428

0.127

15,522

(21)+(22)
15,522

15,522
        条        項

15,522

15,522

機 械 及 び 装 置

369

前掲機械･装置･区分以
外

平成16・ 2・ 3

平成16・ 2

17

982,100

982,100

188,383

188,383

27,405

215,788

215,788

49,105

0.127

27,405

(21)+(22)
27,405

27,405
        条        項

27,405

27,405

工具・器具及び備品

2 事務機器、通信機器

その他の事務機器

平成18・ 5・19

平成18・ 5

5

260,640

260,640

5,214

5,214

2,606

7,820

7,820

13,032

2,606

2,606
        条        項

2,606

2,606



事業年度

又は連結

事業年度

法 人 名①
旧定率法又は定率法による減価償却資産

の償却額の計算に関する明細書　　　　

別
表 
十 
六

(二)

法  0301－1602

資

産

区

分

取
得
価
額

償

却

額

計

算

の

基

礎

と

な

る

額

当

期

分

の

普

通

償

却

限

度

額

等

当
期
分
の
償
却
限
度
額

差

引

償

却

超

過

額

特

別

償
却

不
足

額

平

成
19
年
３
月
31
日

以

前

取

得

分

平

成

19

年

４

月

１

日

以

後

取

得

分

特
別
償
却
又

は
割
増
償
却

に
よ
る
特
別

償
却
限
度
額

当
期
損
金

認

容

額

翌
期
へ
の
繰

越
額
の
内
訳

種 類

構 造

細 目

取 得 年 月 日

事業の用に供した年月

耐 用 年 数

取得価額又は製作価額

圧 縮 記 帳 に よ る
積 立 金 計 上 額
差 引 取 得 価 額

(7) - ( 8 )
償 却 額 計 算 の 対 象 と な る
期 末 現 在 の 帳 簿 記 載 金 額

期末現在の積立金の額

積 立 金 の 期 中 取 崩 額

差 引 帳 簿 記 載 金 額
(10)－(11)－(12)

損金に計上した当期償却額

前期から繰り越した償却超過額

合 計
(13)+(14)+(15)

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

償却額計算の基礎となる金額
(16)-(17)

差引取得価額  ×  5  %
( 9 ) x 5

100

(16)＞(19)

の場合

(16)≦(19)

の場合

(26)＜(28)

の場合

旧定率法の償却率

算 出 償 却 額
( 1 8 )×(20)

増 加 償 却 額
(2 1 )×割増率

計
((21)+(22))又は((18)-(19))

算 出 償 却 額
((19)-１円)× 60

定 率 法 の 償 却 率

調 整 前 償 却 額
(18)×(25)

保 証 率

償 却 保 証 額
(9)×(27)

改定取得価額

改 定 償 却 率

改 定 償 却 額
(29)×(30)

増 加 償 却 額
((26)又は(31))×割増率

計
((26)又は(31))+(32)

当期分の普通償却限度額等
(23)、(24)又は(33)

租税特別措置法
適 用 条 項

特別償却限度額

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

合 計
(34)+(36)+(37)

当 期 償 却 額

償 却 不 足 額
(38)-(39)

償 却 超 過 額
(39)-(38)

前 期 か ら の 繰 越 額

償却不足によるもの

積 立 金 取 崩 し
に よ る も の

差引合計翌期への繰越額
( 4 1 ) + ( 4 2 ) - ( 4 3 ) - ( 4 4 )

翌期に繰り越すべき特別償却不足額
(((40)-(43))と((36)+(37))のうち少ない金額)

当期において切り捨てる特別償却
不足額又は合併等特別償却不足額

差 引 翌 期 へ の 繰 越 額
(46)-(47)

当 期 分 不 足 額

適格組織再編成により引き継ぐべき
合 併 等 特 別 償 却 不 足 額
(((40)-(43))と(36)のうち少ない金額)

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

年 年 年 年 年

外 外 外 外 外円 円 円 円 円

外△ 外△ 外△ 外△ 外△

外 外 外 外 外

円 円 円 円 円

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
外 外 外 外 外円 円 円 円 円

外 外 外 外 外

御 注 意

１

こ

の

表 

に

は
、

減

価

償

却

資

産

の

耐

用

年

数
、

種

類

等

及

び

償

却

方

法

の

異

な

る

ご

と

に

ま

と

め

て

別

行

に

し

て
、

そ

の

合

計

額

を

記

載

で

き

ま

す

が
、

(1)

平

成

19

年

４

月

１

日

以

後

に

取

得

を

さ

れ

た

資

産

で

定

率

法

の

適

用

を

受

け

る

も

の
、

(2)

当

期

の

中

途

で

事

業

の

用

に

供

し

た

資

産

又

は

資

本

的

支

出
、

(3)

租

税

特

別

措

置

法

又

は

震

災

特

例

法

に

よ

る

特

別

償

却

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

資

産

に

つ

い

て

は
、

他

の

資

産

と

区

別

し

て

別

行

に

し

て
、

記

載

し

て

く

だ

さ

い
。

な

お
、

(1)

及

び

(2)

の

資

産

(3)

の

資

産

に

該

当

す

る

も

の

を

除

き

ま

す
。

の

38

欄

の

金

額

に

つ

い

て

は
、

耐

用

年

数
、

種

類

等

及

び

償

却

方

法

を

同

じ

く

す

る

他

の

資

産

の

金

額

と

通

算

し

て

40

欄

及

び

41

欄

の

金

額

を

記

載

で

き

ま

す
。

２

租

税

特

別

措

置

法

又

は

震

災

特

例

法

に

よ

る

特

別

償

却

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は
、

特

別

償

却

限

度

額

の

計

算

に

関

す

る

付

表 

を

添

付

し

て

く

だ

さ

い
。

平成27・ 4・ 1

平成28・ 3・31
ピーシーエー商事株式会社

平
二
十 
七
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
分

次
葉

4/412

平  ・  ・  平  ・  ・  

工具・器具及び備品

2 事務機器、通信機器

電子計算機

平成24・ 4・15

平成24・ 4

5

385,250

385,250

41,607

41,607

41,607

83,214

83,214

0.400

33,285

0.10800

41,607

83,214

0.500

41,607

41,607

41,607
        条        項

41,607

41,607

工具・器具及び備品

2 事務機器、通信機器

電子計算機

平成24・ 4・20

平成24・ 4

5

377,955

377,955

40,820

40,820

40,819

81,639

81,639

0.400

32,655

0.10800

40,819

81,639

0.500

40,819

40,819

40,819
        条        項

40,819

40,819

工具・器具及び備品

2 事務機器、通信機器

その他の事務機器

平成24・ 5・19

平成24・ 5

5

260,640

260,640

29,714

29,714

29,713

59,427

59,427

0.400

23,770

0.10800

28,149

59,427

0.500

29,713

29,713

29,713
        条        項

29,713

29,713

工具・器具及び備品

2 事務機器、通信機器

その他の事務機器

平成24・ 5・19

平成24・ 5

5

511,860

511,860

58,353

58,353

58,352

116,705

116,705

0.400

46,682

0.10800

55,280

116,705

0.500

58,352

58,352

58,352
        条        項

58,352

58,352

車 両 運 搬 具

前掲のもの以外のもの

自動車(二輪、三輪自
動車を除く)

平成15・10・24

平成15・10

6

5,500,000

5,500,000

55,004

55,004

54,999

110,003

110,003

275,000

54,999

54,999
        条        項

54,999

54,999


